
特 記 仕 様 書 

下松市上下水道局下水道課 

 

工事名  第２ 工区公共下水道（ 東部幹線・ 新川地区） 工事 

 

１  総則 

（ １ ）  請負者は、 あら かじ め工事実施に必要な施工計画書を 作成し 、 提出し なければなら ない。  

（ ２ ）  施工計画書の内容に重要な変更が生じ た場合は、その都度変更計画書を提出し なければなら な

い。  

（ ３ ）  工事に関する協議及び指示はそれぞれ工事打合簿をも っ て行う 。  

（ ４ ）  現場は契約工期の１ ０ 日前までに完了さ せ、 また、 精算に必要な出来形数量等は、 契約工期の

１ ４ 日前までに提出するこ と 。  

 

２  使用材料 

（ １ ）  材料は設計図書に明記し てある仕様より 、 同等以上と する。  

（ ２ ）  設計図書で指定し 、 またはあら かじ め監督職員が指示し た工事材料は、 使用前に見本または資

料を提出し 、 監督職員の承諾を 得なければなら ない。 ただし 、 監督職員がその必要がないと 認

めた場合は、 こ の限り ではない。  

（ ３ ）  請負者は、 施工する工事に要する資材の調達に当たり 、 県内産資材の購入及び県内取扱い業者

から の購入に努め、 使用材料については、「 工事材料使用承諾願」 により 承諾を得る こ と 。  

 

３  施工（ 第２ 工区）  

（ １ ） 開削工法 

下水道用ダク タ イ ル鋳鉄管（ DCI Pφ200 ㎜） 布設工 L=777. 3m 

下水道用硬質塩化ビニル管（ VUφ250 ㎜） 布設工  L=2. 0m 

1 号組立レジンマンホール設置工          N=1 基 

2 号組立マンホール（ 管理設備） 設置工       N=2 基 

3 号組立マンホール（ 排出設備） 設置工      N=1 基 

下松市型ｸﾞ ﾗﾝﾄﾞ ﾏﾝﾎー ﾙ（ φ600, T‐ 25, 次世代型, 耐食, 浮上防止付, かぎ付）       1 組 

下松市型ｸﾞ ﾗﾝﾄﾞ ﾏﾝﾎー ﾙ（ φ600, T‐ 25, 次世代型, 浮上防止付, かぎ付）         2 組 

下松市型ｸﾞ ﾗﾝﾄﾞ ﾏﾝﾎー ﾙ（ φ900-600 親子蓋, T‐ 25, 次世代型, 浮上防止付, かぎ付）   1 組 

（ 公社） 日本下水道協会認定品 

 

４  その他 

（ １ ）  圧送管路は令和 6 年 12 月末までに管検査を受けら れるよう 工程管理を行う こ と 。  

（ ２ ）  工事施工に伴う 関係諸官庁の手続き及び協議等は請負者で行う 。  

（ ３ ）  その他特別の定めのない事項については、 工事請負契約書による。  

（ ４ ）  関係者と 調整を図り ながら 施工するこ と 。（ 通行規制等）  

（ ５ ）  本工事は夜間施工と し 、 昼間は交通開放するこ と 。  

（ ６ ）  東洋鋼鈑㈱下松事業所敷地内の作業がある ため、 入構に係る 手続き 、 調整等を 行う こ と 。  

（ ７ ）  資材置場や現場事務所など の位置は任意と な っ ている 。 必要な設備は全て受注者側で手配

する こ と 。  



様式３ －１           施 工 条 件 書             No. 1 

R060401 以降適用 

項目 明示事項 条件等 

工
程
関
係 

1. 関連する別途発注工事による施工

時期、 全体工期への影響 

有 無 

他工事名（  東部幹線マンホールポンプ場設置工事   ）  

発注者（  下松市上下水道局下水道課         ）  

他工事内容（  マンホールポンプ設置工        ）  

影響箇所（  No. 1 付近、 フェ ンス設置工        ）  

影響期間、 時間（                   ）  

影響内容（                      ）  

備考（  施工時期等について別途調整         ）  

2. 施工時期、施工時間、施工方法等の

制限 

有 無 

制限さ れる施工内容（  管路布設、 マンホール設置   ）  

施工箇所（                      ）  

施工時期、 時間（  令和6 年12 月末までに完成    ）  

施工方法（                      ）  

備考（                        ）  

3. 関係機関との協議が未成立のもの 

有 無 

関係機関等（                     ）  

制約を受ける内容（                  ）  

協議内容（                      ）  

成立見込み時期（                   ）  

備考（                        ）  

4. 関係機関と の協議により 付さ れた

条件 

（ 現場条件の変更に伴う 、 条件の変

更については、 別途協議すること

とする。）  

有 無 

関係機関等（  周南土木建築事務所          ）  

影響項目（                      ）  

影響範囲（  県道内の作業              ）  

影響内容（  夜間施工、 昼間開放           ）  

影響期間、 時間（  夜間施工             ）  

備考（                        ）  

5. 工事着手までの余裕期間 

 有 無 

☐ 発注者指定方式（ 工事着手日：            ） 

☐ 任意着手方式（ 工事着手期限日：           ） 

 

6. 地下埋設物及び埋蔵文化財の事前

調査または移設 

有 無 

項目（  圧送管に近接する地下埋設物件の調査・ 試掘  ）  

管理者（  下松市上下水道局、 山口合同ガス、 ENEOS  ）  

調査期間（  現地着手前まで             ）  

移設期間（                      ）  

備考（                        ）  

7.  設計工程上見込んでいる条件（ 準

備期間、 後片付け期間、 供用係数、

雨休率、 作業不能期間、 施工班数） 

 （ 標準工期試算式で算定し た工期

は、準備期間、後片付け期間、休日、

天候等による作業不能日を含む）  有 無 

 積上げ法による工期算定 

  準備期間（ 30 日）     後片付け期間（ 20 日）  

☐ 供用係数（ 〇. 〇） ※港湾・ 海岸工事の場合に明示 

供用係数： 休日と荒天日等による作業不能日を見込むための係数 

  雨休率（ 1. 8）  

雨休率： 休日と天候等による作業不能日を見込むための係数 

☐ 作業不能期間（ ○○日）  

☐ 施工班数（ ○○工： ○班、 ○○工： ○班）  

☐積上げ法以外の工期算定（ 標準工期試算式による場合等）  

備考（                        ）  

  （                        ）  

8. 現場条件による工法の制限 

有 無 

対象工種（                      ）  

影響範囲（                      ）  

影響内容（                      ）  

影響期間、 時間（                   ）  

備考（                        ）  

9. 現場施工着手までの工事一時中止

期間 

有 無 

中止箇所（                      ）  

中止期間（                      ）  

中止内容（                      ）  

再開予定時期（                    ）  

備考（                        ）  

 

  



様式３ －１           施 工 条 件 書             No. 2 

R060401 以降適用 

項目 明示事項 条件等 

工
程
関
係 

10. 週休２ 日工事の適用 

（「 有」 の場合の詳細は週休２ 日工事

の実施要領））  
有 無 

☑  週休２ 日工事（ 現場閉所型）  

☐ 週休２ 日（ 交替制）  

※本欄の内容は、 受発注者協議により 変更できる場合もある

（ 実施要領を参照すること）  

11. その他 

有 無 

 

 

 

用
地
関
係 

1. 工事用地、 補償物件の未処理部分 

有 無 

場所、 物件（                     ）  

範囲（                        ）  

処理見込み時期（                   ）  

影響工種（                      ）  

備考（                        ）  

2. 工事用地等の使用終了後の復旧条

件 
有 無 

場所、 範囲（                     ）  

復旧完了予定日（                   ）  

復旧条件（  原形復旧                ）  

備考（                        ）  

3. 用地借地条件等 

有 無 

場所、 範囲（                     ）  

期間（                        ）  

使用条件（                      ）  

借地条件（                      ）  

備考（                        ）  

4. 県有地使用指定の場合の条件等 

（ 県が県有地の使用を指定し た場

合、 占用料は免除と する。）  有 無 

場所、 範囲（  県道内                ）  

期間（                        ）  

使用条件（  解放時の通行に支障が無いこと       ）  

復旧条件（                      ）  

備考（                        ）  

5. その他 
有 無 

 

 

公
害
対
策
関
係 

1. 施工方法の制限 

有 無 

☐ 騒音 ☐ 振動 ☐ 水質 ☐ 排出ガス 

☐ その他（                      ）  

対象工種（                      ）  

施工方法（                      ）  

施工時期、 時間（                   ）  

制限内容（                      ）  

備考（                        ）  

2. 水替・ 流入防止施設 

有 無 

対象工種（                      ）  

内容（                        ）  

排水期間、 時間（                   ）  

備考（                        ）  

3. 濁水、湧水、油漏れ等の処理（ 特別

な対策を要するもの）  
有 無 

対象工種（                      ）  

内容（                        ）  

期間（                        ）  

備考（                        ）  

4. 事業損失関係の事前・ 事後調査 

有 無 

☐ 騒音 ☐ 振動 ☐ 地盤沈下 ☐ 地下水 ☐ 電波障害 

☐ その他（                      ）  

調査時期（                      ）  

調査範囲（                      ）  

調査方法（                      ）  

備考（                        ）  

5. その他 

有 無 

 

 

 



様式３ －１           施 工 条 件 書             No. 3 

R060401 以降適用 

項目 明示事項 条件等 

安
全
対
策
関
係 

1. 交通安全施設等の指定 

有 無 

交通安全施設（                    ）  

内容（                        ）  

期間（                        ）  

備考（                        ）  

2. 鉄道、ガス、電気、電話、水道等の

近接作業 

有 無 

☐ 鉄道 ☐ ガス ☐ 電気 ☐ 電話 ☐ 上水道 ☐ 下水道 

☐ その他（                      ）  

工法制限（                      ）  

時間制限（                      ）  

備考（                        ）  

3. 危険要因に対する防護施設等 

有 無 

☐ 落石  ☐ 雪崩 ☐ 土砂崩壊 ☐ 土石流  

☐ その他（                      ）  

防護施設（                      ）  

内容（                        ）  

期間（                        ）  

備考（                        ）  

4. 交通規制及び交通誘導警備員の配

置 有 無 

規制範囲（  県道内                 ）  

期間、 時間（  作業時 夜間施工           ）  

備考（                        ）  

5. 安全監視船（ 警戒船） の配置 
有 無 

時期、 時間（                     ）  

備考（                        ）  

6. 発破作業制限 

有 無 

防護工制限（                     ）  

作業時間制限（                    ）  

備考（                        ）  

7. 換気設備（ 有毒ガス、酸素欠乏対策

として特に必要なもの）  有 無 

危険要因（                      ）  

内容（                        ）  

備考（                        ）  

8. 高所作業における対策 
有 無 

内容（                        ）  

備考（                        ）  

9. 砂防工事における現場条件 

有 無 

地形・ 地質特性（                   ）  

危険要因（                      ）  

対策内容（                      ）  

備考（                        ）  

10. その他 
有 無 

 

 

工
事
用
道
路
関
係 

1. 搬入路と し ての一般道路の使用制

限 

有 無 

搬入経路（                      ）  

使用期間・ 時間帯（                  ）  

制限内容（                      ）  

使用中使用後の処置（                 ）  

備考（                        ）  

2. 仮設道路の設置条件 

有 無 

一般通行：  ☐ 有  ☐ 無 

安全施設内容（                    ）  

安全施設期間（                    ）  

維持補修内容（                    ）  

維持補修時期、 頻度等（                ）  

工事完了後の処置：  ☐ 存置  ☐ 撤去  ☐ その他 

備考（                        ）  

3. 工事用道路の共用及び使用制限 

有 無 

工事用道路管理：  ☐ 本工事 ☐ 他工事 

他工事名（                      ）  

期間（                        ）  

使用制限（                      ）  

備考（                        ）  

4. その他 
有 無 

 

 



様式３ －１           施 工 条 件 書             No. 4 

R060401 以降適用 

項目 明示事項 条件等 

仮
設
備
関
係 

1. 仮設物の転用 

有 無 

仮設物： ☐ 引継 ☐ 引渡 

仮設物（                       ）  

施工者： ☐ 本工事 ☐ 他工事（             ）  

引継、 引渡時期（                   ）  

維持管理等条件（                   ）  

備考（                        ）  

2. 仮設物の兼用 

有 無 

仮設物（                       ）  

兼用工事名（                     ）  

維持管理等条件（                   ）  

備考（                        ）  

3. 仮設物の構造、 施工方法の指定 

有 無 

仮設物（                       ）  

構造（                        ）  

施工方法（                      ）  

備考（                        ）  

4. 仮設物の設計条件の指定 

有 無 

仮設物（                       ）  

設計条件（                      ）  

備考（                        ）  

5. その他 
有 無 

 

 

建
設
機
械
関
係 

1. 建設機械の指定 

※本欄で建設機械の機種、 規格等

を特に指定し ない限り 、 受注者

の任意とする。  

（ 本欄で指定し ないもので、 仕

様書に記載さ れている建設機械

の機種、 規格は積算上参考と し

て記載し ているものである。）  

 
有 

 

無 

 

名称（                        ）  

機種・ 規格（                     ）  

内容（                        ）  

 

 

 

 

 

建
設
副
産
物
関
係 

1. 建設発生土 

有 無 

☐ 現場内流用（ 同一工事内で利用）  

☐ 工事間流用（ 他工事への搬出）  

（ 工事名：                          ）  

（ 場所：                           ）  

（ 運搬距離：     ｋ ｍ）  

☐ 仮置き（ 場所：                   ）  

  公共残土処理場へ搬出 

（ 場所： 下松市災害発生土処理場           ）  

（ 運搬距離：     ｋ ｍ）  

☐ 民間残土処理場へ搬出  

場所： 別紙「 民間残土処理場( 承諾済み) 一覧表」 による 

☐ 上記以外の受入地への搬出 

（ 指定場所：                         ）  

（ 運搬距離：     ｋ ｍ）  

☐ 搬出条件 

内容（                      ）  

※受入可能時期・ 時間、 押土・ 整地必要など 



様式３ －１           施 工 条 件 書             No. 5 

R060401 以降適用 

項目 明示事項 条件等 

建
設
副
産
物
関
係 

2. 建設搬入土（ 他工事からの搬入）  

有 無 

工事名（                       ）  

工事場所（                      ）  

搬入条件（                      ）  

試験費等（                      ）  

備考（                         ）  

3. 建設リ サイクル法の適用 

 

有 無 

１  工事の種類 

  ☐ 建築物の解体（ 床面積の合計80 ㎡以上）  

  ☐ 建築物の新築・ 増築（ 床面積の合計500 ㎡以上）  

  ☐ 建築物の修繕・ 模様替【 リ フォーム等】  

（ ただし 、 請負代金が 1 億円以上の場合に適用）  

    その他工作物に関する工事【 土木工事等】  

（ ただし 、 請負代金が 500 万円以上の場合に適用）  

２  対象特定建設資材（ 建設リサイクル法第２ 条及び施行令第１ 条による）  

  ☐ コンクリ ート  

  ☐ コンクリ ート 及び鉄から成る建設資材 

  ☐ 木材 

    アスファ ルト ・ コンクリ ート  

4. 建設副産物及び建設廃棄物の利

用・ 処理条件 

 

※処理施設へ搬出する場合は、 建設

廃棄物の種類や処理方法に応じ た

産業廃棄物処分業の許可を有する

施設に限る。  

 

※中間処理の場合は、 固定式または

移動式を含む固定式の業の許可を

有する 施設へ搬出するも のと す

る。ただし、移動式施設での処理を

指定する場合はこ の限り ではな

い。  

有 無 

再生資源利用計画書・ 実施書及び再生資源利用促進計画書・

実施書の提出： ☐ 有 ☐ 無 

☐ コンクリ ート 塊 

 ア． 処理方法 

☐ 中間処理  （ 処理後の用途）  

        ☐材料試験されている再生クラッシャーラン 

           ☐その他 

☐ 現場内利用  

☐ 最終処分  

 イ．その他（                     ） 

  アスファ ルト ・ コンクリ ート 塊 

ア．  処理方法 

  中間処理  （ 処理後の用途）  
         再生アスファルト 混合物 

           ☐その他 

☐ 現場内利用  

☐ 最終処分  

 イ．その他（                     ） 

☐ 建設発生木材 

 ア． 処理方法（ 中間処理）  

   ☐ 再資源化   

☐ 縮減（ 焼却）  

 イ．その他（                     ） 

☐ 汚泥 

ア．  処理方法 

☐ 現場内利用 

☐ 工事間流用 

☐ 中間処理 

☐ 最終処分 

 イ．その他（                     ） 

☐ 土砂（ 建設発生土等）  

 条件等は「 １ ．建設発生土」 及び「 ２ ．建設搬入土（ 他工事

からの搬入）」 に記載のとおり  

☐ その他（ 名称：                   ）  

ア．  処理方法 

☐ 中間処理 

☐ 最終処分 

イ．その他（                     ） 

5. その他 
有 無 

 

 



様式３ －１           施 工 条 件 書             No. 6 

R060401 以降適用 

項目 明示事項 条件等 

支
障
物
件
等 

1. 占用支障物件 

有 無 

☐ 電気 ☐ 電話 ☐ 上水道 ☐ ガス ☐ 下水道 

☐ その他（                      ）  

管理者（                       ）  

位置（                        ）  

移設時期（                      ）  

工事方法（                      ）  

防護方法（                      ）  

備考（                        ）  

2. 占用物件との重複工事 

 

有 無 

☐ 電気 ☐ 電話 ☐ 上水道 ☐ ガス ☐ 下水道 

☐ その他（                      ）  

管理者（                       ）  

影響期間（                      ）  

影響範囲（                      ）  

影響工種（                      ）  

備考（                        ）  

3. その他 

有 無 

 

 

 

薬
液
注
入
関
係 

1. 薬液注入 

有 無 

設計条件（                      ）  

工法区分（                      ）  

注入材料（                      ）  

注入量 （                      ）  

施工範囲（                      ）  

注入圧 （                      ）  

施工方法の指定（                   ）  

材料管理方法（                    ）  

施工管理方法（                    ）  

地下埋設物の防護方法（                ）  

備考（                        ）  

2. 周辺環境への影響調査 

有 無 

調査内容（                      ）  

調査頻度（                      ）  

備考（                        ）  

3. その他 

有 無 

 

 

 

 

場
所
打
杭
工
（
大
口
径
ボ
ー
リ
ン
グ
） 

1. 作業時間制限 有 無 作業時間  （     ｈ ～    ｈ ）  

2. 杭の継手 
有 無 

☐ 溶接継手（                     ）  

☐ その他（                                ）  

3. チェ ッ クボーリ ング 
有 無 

本数（ 内訳書、 特記仕様書等参照）  

深度（ 内訳書、 特記仕様書等参照）  

4. 溶接継手の品質管理 

有 無 

☐ 試験片による引張、 曲げ試験 

☐ Ｘ 線透過試験 

☐ 超音波探査試験 

☐ その他（                      ）  

5. その他 

有 無 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式３ －１           施 工 条 件 書             No. 7 

R060401 以降適用 

項目 明示事項 条件等 

集
水
井
及
び
集
排
水
ボ
ー
リ
ン
グ
工 

1. 水文調査 

有 無 

☐ 既存井戸 ☐ 湧水池 ☐ ため池 ☐ 既存調査孔 

☐ その他（                      ）  

調査範囲（                      ）  

調査期間（                      ）  

その他（                       ）  

2. コア採取 

有 無 

ロータリ ー式ボーリ ングによるオールコア採取 

☐ 有  ☐ 無 

その他（                       ）  

3. その他 

有 無 

 

 

 

 

ア
ン
カ
ー
工 

1. チェ ッ クボーリ ング 

有 無 

ロータリ ー式ボーリ ングによるオールコア採取 

☐ 有  ☐ 無 

その他（                       ）  

2. その他 

有 無 

 

 

 

 

 

そ
の
他 

1. 工事用資機材の保管・ 仮置き 

有 無 

資機材名（                      ）  

場所（                        ）  

期間（                        ）  

保管・ 仮置き方法（                  ）  

備考（                        ）  

2. 現場発生品 

有 無 

品名（                        ）  

  ☐ 再使用有  ☐ 再使用無 

引渡場所（                      ）  

引渡時期（                      ）  

備考（                        ）  

3. 支給品 

   約款第１ ５ 条事項 

有 無 

品名（                        ）  

  ☐ 返納有 ☐ 返納無 

引渡場所（                      ）  

引渡時期（                      ）  

備考（                        ）  

4. 関係機関・ 自治体と の近接協議に

係る条件 

有 無 

関係機関等名称（                   ）  

条件（                        ）  

内容（                        ）  

期間（                        ）  

備考（                        ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式３ －１           施 工 条 件 書             No. 8 

R060401 以降適用 

 

項目 明示事項 条件等 

そ
の
他 

5. 架設工法の指定 

有 無 

施工方法（                      ）  

施工条件（                      ）  

施工時期（                      ）  

備考（                        ）  

6. 工事用電力の指定 

有 無 

内容（                        ）  

条件（                        ）  

備考（                        ）  

7. 特許工法等の指定 

有 無 

内容（                        ）  

条件（                        ）  

備考（                        ）  

8. 工事目的物の部分引渡 

有 無 

引渡箇所（                      ）  

引渡時期（                      ）  

備考（                        ）  

9. 工事目的物の部分使用 

有 無 

使用箇所（                      ）  

使用時期（                      ）  

備考（                        ）  

10. 給水の必要 

有 無 

関係機関（                      ）  

取水箇所（                      ）  

取水方法（                      ）  

取水時期（                      ）  

備考（                        ）  

11.  特殊材料の指定 

有 無 

材料（                        ）  

対象工種（                      ）  

備考（                        ）  

12.  工事関係者連絡会議の設置 
有 無 

工事関係者連絡会議：  ☐ 有  ☐ 無 

時期、 頻度（                     ）  

13.  資材及び機械搬入方法等の制限 

有 無 

資材、 機械名（                     ）  

場所、 範囲（                      ）  

搬入条件（                       ）  

14. 工事標示板 

 （ 旧： 大型工事標示板）  

必須 

工事内容（  下水道管を埋めています         ）  

工事種別（  下水道工事               ）  

「 国土強靱化工事」 の標示：  ☐対象   対象外 

（「 対象」 の場合は「 国土強靱化工事（ ５ か年加速化対策）」 で

あること を現場に標示することが望ましい）  

15. 履行報告書の提出 

（ 特に工程管理を要する工事等）  

有 無 

  毎月10日までに前月末時点の進捗を報告 

 （ 定点で撮影した写真や詳細工程表の添付は不要）  

※本欄で無(提出不要) と し た場合であっても、 契約書（ 特約

条項） において「 中間前金払を適用する。」 を選択した工事

では、 請求時までは提出が必要となる。  

16. 工事材料の品質 

※提示だけではなく 提出するもの 
有 無 

☐ 品質規格証明書等の提出（ 対象材料：       ）  

☐ 見本または品質証明資料を提出し 、監督職員の確認を受け

て使用するもの（ 対象材料：           ）  

  ※材料承諾願と は別の対応として見本等を求めるもの 

17. その他 

有 無 

 

 

 



 

施  工  条  件 
 

 

 

 

第２ 工区公共下水道（ 東部幹線・ 新川地区） 工事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下松市上下水道局下水道課 

 

 



工事関係 

 

１ ． 本施工条件を熟読の上、 着工前協議を行い、 各書類の承諾を受けた後着工するこ と 。  

２ ． 地下埋設の調査及び試掘、 隣接地等（ 塀、 植木等状況写真） の調査を事前に行っ た後、 工

事着工するこ と 。 試掘を 行う と き は地下埋設の関係機関に立会を依頼するこ と 。  

３ ． 工事着工前に現場測量（ 測点、 地盤高、 流入角度等） を 行い、 結果を報告するこ と 。  

４ ． 日曜、 祝日は施工し ないこ と 。 やむをえない場合は請負者において地元調整するこ と 。  

５ ． 用地の借用を有する場合は、 請負者において確保するこ と 。 ただし 公共用地の借用が必要

な場合には、 場所と 範囲、 期間を 明記し た協議書を提出するこ と 。  

６ ． 車の出入口等については、 鉄板等を 敷く など、 可能な限り 迅速な対応を と るこ と 。  

７ ． 近隣工事と 調整を 行い、 工事を進めるこ と 。  

 

公害関係 

 

１ ． 工事に伴う 騒音及び粉じ んを防止するため、必要時以外では重機・ ダンプト ラ ッ ク 等工事

車輌のエンジンを切り 、 清掃・ 散水等を行う こ と 。  

 

安全対策関係 

 

１ ． 施工は安全対策を 十分に行い、 昼間及び休日は機械・ 材料を現場から 撤去し 、 交通開放す

るこ と 。  

２ ． 工事看板、バリ ケード 等は歩行者及び通行車輌の支障になら ない、見やすい場所に設置す

るこ と 。 また、 既存の工作物にく く り つける場合は保護するこ と と し 、 所有者に了解を得

るこ と 。  

３ ． 使用材料および資機材の管理・ 保管を徹底するこ と 。  

４ ． 歩行者・ 二輪車に対し ての安全対策には特に気をつけるこ と 。  

 

仮設関係 

 

１ ． 事務所、 仮設ト イ レ、 ゴミ 箱、 たばこ の吸殻入れを設けるこ と 。  

 

 

 



残土、 産業廃棄物関係 

 

１ ． 発生残土の処分については、 下松市災害発生土処理場を 指定する。  

 

工事支障物件 

 

１ ． 請負者は、 各地下埋設占用者と 協議し 工事を 進めるこ と 。  

２ ． 支障と なる地下埋設物および架空線等の防護及び破損については、請負者の責任において、

早急かつト ラ ブルのないよう 行う こ と 。  

 

工事に伴う 排水関係 

 

１ ． 掘削に伴う 湧水等の水替えは、 現場内で濁水を処理し 付近の水路へ排水するこ と 。  

２ ． 水路へ排水し た際は、 施工後、 水路清掃を行う など原型復旧するこ と 。  

 

その他 

 

１ ． 各届出及び書類は工事着手前に提出するこ と 。規定の届出がなさ れていない時は着手でき

ません。  

２ ． 各工種で資格の必要な場合は、 資格者証の写し を提出するこ と 。  

３ ． 工事に関する協議及び指示は、 それぞれ協議書及び指示書をも っ て行なう こ と 。 また、 設

計変更が生じ た場合は、 監督職員に報告し 、 指示書（ 協議書） によ り 変更の対象と する。

指示書がなければ設計変更の対象と なら ない。  

４ ． 監督職員の確認・ 指示なし で変更し ないこ と 。  

５ ． 車庫前および車両出入口前の施工時は、 利用者に対し 一言了解を 得るこ と 。  

６ ． 上記以外について、 周辺住民から 苦情が寄せら れた場合は、 その内容を十分確認の上、 対

応状況と と も に、 直ちに監督職員に報告するこ と 。  

７ ． 現場には、 建設業の許可票、 労災保険関係成立票、 再生資源利用促進計画書及び建退共の

加入票等を、 安全掲示板に掲示するこ と 。  

 



１ ．

２ ．

３ ．　 こ の工事から 発生する建設廃棄物の処理施設は、 「 廃棄物処理法により 許可を 受けた施設

と する 。

　 こ の工事により 発生する建設廃棄物（ 特定建設資材廃棄物を含む。 ） を 処理する場合、 建

設リ サイ ク ル法及び「 廃棄物の処理及び清掃に関する法律」 （ 以下「 廃棄物処理法と いう 。 ）

を 遵守し 適正に処理し なければなら ない。

　 ①　 説明書によ り 説明。 （ 建設リ サイ ク ル法第１ ２ 条）

　 ②　 建設リ サイ ク ル法第１ ３ 条及び省令第７ 条に基づく 書面の提出を

　 　 　 工事担当者へ行わなければなら ない。

特　 　 記　 　 仕　 　 様　 　 書

　 落札者は、 こ の工事が、 「 建設工事に係る 資材の再資源化等に関する法律」 （ 以下「 建設

リ サイ ク ル法」 と いう 。 ） の対象建設工事と なっ た場合には、 建設リ サイ ク ル法の定めると

こ ろ により 契約前に、



・ 　 　 対象工事と なる予定工事については、 従来の入札条件書及び指示事項に、 上記入札

　 　  化の施設の受入費用に、 再資源化施設までの運搬費を 加えたも のと する 。

　 　 　 また、 「 説明書」 及び「 法第１ ３ 条及び省令第７ 条に基づく 書面」 の様式を添付する。

注） 　 仕様書等配布資料について

　 　 　 条件書及び別紙特記仕様書を 添付する 。

２ ． 「 再資源化に要する費用」 は、 特定建設資材廃棄物の再資源化に要する費用と し 、 再資源

１ ． 「 法１ ３ 条及び省令第７ 条に基づく 書面」 中の「 解体工事に要する 費用」 及び「 再資源化

　 　 　 に要する費用」 は、 直接工事費と する 。

記

法、 解体工事に要する費用、 再資源化等をするための施設の名称及び所在地、 再資源化等に要

する費用を契約書面に記載し なければなら ない。

　 こ のため、 落札者は下記の事項に留意し 、 落札決定通知後、 速やかに発注者に対し て「 法第

１ ３ 条及び省令第７ 条に基づく 書面」 を 提出し なければなら ない。

入　 　 札　 　 条　 　 件　 　 書

　 こ の工事が、 「 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」 （ 以下「 法」 と いう 。 ） に

規定する対象建設工事と なっ た場合は、 同法第１ ３ 条及び「 特定建設資材に係る 分別解体等に

関する 省令」 （ 以下「 省令と いう 。 」 ） 第７ 条に基づき 、 請負契約の当事者が、 分別解体の方



廃
棄
物
発
生
見
込
量

 □建設発生材 ト ン □①　 　 □②　 　 □③　 　 □④
□⑤　 　 □⑥

 （ 注） ①仮設　  ②土工　 　 ③基礎　 　 ④本体構造　 　 ⑤本体付属品　 　 ⑥その他
備　 　 　 考

ト ン □①　 　 □②　 　 □③　 　 □④
□⑤　 　 □⑥

□アスフ ァ ルト ・
コ ンク リ ート 塊

ト ン □①　 　 □②　 　 □③　 　 □④
□⑤　 　 □⑥

工事の工程の順序
（ 解体工事のみ）

□上の工程における⑤→④→③の順序
□その他（ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ）
その他の場合の理由（ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ）

工作物に用いら れた建設資材の量
の見込み( 解体工事のみ） ※

　 　 　 　 　 　 　 　 ト ン

　 特定建設資材廃棄物の種類
ごと の量の見込み（ 全工事）
並びに特定建設資材が使用さ
れる 工作物の部分（ 新築・ 維
持・ 修繕工事のみ） 及び特定
建設資材廃棄物の発生が見込
まれる 工作物の部分( 維持・ 修
繕・ 解体工事のみ）

種　 　 類 量の見込み 発生が見込まれる部分又は

使 用 す る 部 分
 □コ ンク リ －ト 塊

 ⑤ 本体付属品 本体付属品の工事　 □有　 □無
□手作業
□手作業・ 機械作業の併用

 ⑥ その他 その他の工事　 □有　 □無
□手作業
□手作業・ 機械作業の併用

 ③ 基礎 基礎工事　 □有　 □無
□手作業
□手作業・ 機械作業の併用

 ④ 本体構造 本体構造の工事　 □有　 □無
□手作業
□手作業・ 機械作業の併用

工
事
工
程
ご
と
の
作
業
内
容
及
び
解
体
方
法

工　 　 　 程 作業内容
分別解体等の方法
（ 解体工事のみ）

 ① 仮設 仮設工事　 □有　 □無
□手作業
□手作業・ 機械作業の併用

 ② 土工 土工事　 □有　 □無
□手作業
□手作業・ 機械作業の併用

　 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１ ２ 条第１ 項の規定により 、 対象建設工事の
通知に係る事項について、 次のと おり 説明し ます。

工 事 の 種 類  建設物以外のも のに係る解体工事又は新築工事等（ 土木工事等）
工 事 着 手 の 時 期 ＊  令和　 　 　 年　 　 　 月　 　 　 日

説　 　 　 明　 　 　 書

令和　 　 　 年　 　 　 月　 　 　 日 

様

氏　 名　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

住　 所

（ 担当： 　 　 　 　 　 　 　 　 ） 電話番号　 　 　 　 　 　 　 　 　



別紙

工

程

ご

と

の

作

業

内

容

及

び

解

体

等

の

方

法

円

円

法第１ ３ 条及び省令第７ 条に基づく 書面

令和　 　 　 年　 　 　 月　 　 　 日 

住　 所　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

氏　 名

（ 担当者　 　 　 　 　 ） （ 電話番号　 　 　 　 　 　 　 　 ）

　 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１ ３ 条及び特定建設資材に係る分別解体等に関する

省令第７ 条に基づき 、 建設工事請負契約書に記載すべき解体工事に要する費用等については次のと おり

様

です。

１ ． 　 分別解体等の方法（ 建築物以外のも のに係る解体工事又は新築工事等（ 土木工事等） の場合）

工　 　 　 程 作　 業　 内　 容 分別解体等の方法

　 ①仮設 　 仮設工事 　 □　 手作業

　 □　 有 □　 無 　 □　 手作業・ 機械作業の併用

　 ②土工 　 土工事 　 □　 手作業

　 □　 有 □　 無 　 □　 手作業・ 機械作業の併用

　 ③基礎 　 基礎工事 　 □　 手作業

　 □　 有 □　 無 　 □　 手作業・ 機械作業の併用

　 ④本体構造 　 本体構造の工事 　 □　 手作業

　 □　 有 □　 無 　 □　 手作業・ 機械作業の併用

　 ⑤本体付属品 　 本体付属品の工事 　 □　 手作業

　 □　 有 □　 無 　 □　 手作業・ 機械作業の併用

　 ⑥その他（ 　 　 　 　 　 ） 　 その他の工事 　 □　 手作業

　 □　 有 □　 無 　 □　 手作業・ 機械作業の併用

２ ． 　 解体工事に要する費用

４ ． 　 特定建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用

（ 受注者の見積金額・ ・ ・ 直接工事費（ 再資源化施設の受け入れ価格と 再資源化施設までの

運搬費を加えたも の。 ）

（ 受注者の見積金額・ ・ ・ 直接工事費）

３ ． 　 再資源化等をするための施設の名称及び所在地



別　 紙

特定建設資材廃棄物の種類 施  設 の  名  称

再資源化等をするための施設の名称及び所在地

施  設  の  所  在  地

＊受注者が選択した施設を記載　（品目ごとに複数記入可）



再　 資　 源　 化　 等　 報　 告　 書

令和　 　 　 年　 　 　 月　 　 　 日 

氏　 名　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

様

　 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１ ８ 条第１ 項の規定により 、 特定建設資材廃棄物の

再資源化等が完了し たこ と を報告し ます。

住　 所

（ 郵便番号　 　 　 　 　 　 　 　 ） （ 電話番号　 　 　 　 　 　 　 　 ）

記

１ ． 　 再資源化等が完了し た年月日　 　 　 令和　 　 　 年　 　 　 月　 　 　 日

２ ． 　 特定建設資材廃棄物の再資源化等に要し た費用

　 万円（ 運搬費を 含む直接工事費）

３ ． 　 工事の概要

４ ． 　 再資源化等を し た施設の名称及び所在地

① 工 事 の 名 称

② 工 事 の 場 所

（ 書きき れない場合には別紙に記載）

種　 　 　 　 類 搬出量（ ト ン） 施 設 の 名 称 所　 　 　 在　 　 　 地

（ 参考資料を 添付する場合の添付資料）

 □　 様式１ 　 再生資源利用実施書　 　 （ 必要事項を記載し たも の）

 □　 様式２ 　 再生資源利用促進実施書（ 必要事項を記載し たも の）



種　 　 　 　 類 搬出量（ ト ン） 施 設 の 名 称 所　 　 　 在　 　 　 地

再資源化等を し た施設の名称及び所在地



第６号様式

令和　　　年　　　月　　　日

下松市上下水道事業管理者  大野　孝治　様

申　請　者　　 住 所

商 号 又 は 名 称

代 表 者 名

工事名

工事場所

注：図面等が必要な場合は、添付すること。

工　事　内　容　質　問　書

第２工区公共下水道（東部幹線・新川地区）工事

下松市新川地内

質　　　問　　　事　　　項



【注意】

　「積算条件書」は、単価等の設定にあたって積算上参考となる条件を示しています。

工事場所 下松市新川地内

【特記事項】

下水道用設計標準歩掛表令和5年度-第1巻管路-　公益社団法人日本下水道
協会
令和5年度設計標準歩掛表(一般共通編)　山口県
令和5年度設計標準歩掛表(一般共通編)第Ⅵ編土木工事標準単価・市場単価
山口県
令和5年度設計標準歩掛表【運用編】　山口県
令和5改訂版水道事業実務必携　全国簡易水道協議会
※配管工の労務単価「R0360」は、公共工事設計労務単価に4％加算しておりま
す。

積算条件書

施工年度 令和６年度

工事名 第２工区公共下水道（東部幹線・新川地区）工事



単価名称
規格１
規格２
摘要

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管）

GX形　呼び径200㎜×長5m　下水道用S種

内面エポキシ樹脂粉体塗装

ダクタイル鋳鉄異形管（GX形）

呼び径200㎜　曲管45°

内面エポキシ樹脂粉体塗装

ダクタイル鋳鉄異形管（GX形）

呼び径200㎜　両受曲管45°

内面エポキシ樹脂粉体塗装

ダクタイル鋳鉄異形管（GX形）

呼び径200㎜　曲管11 1/4°

内面エポキシ樹脂粉体塗装

ダクタイル鋳鉄異形管（GX形）

呼び径200㎜ 7.5K 短管1号

内面エポキシ樹脂粉体塗装

ダクタイル鋳鉄異形管（GX形）

呼び径200㎜ 7.5K 短管2号

内面エポキシ樹脂粉体塗装

ゴム製伸縮可とう管

呼び径200㎜ 中圧用 常用圧力0.5MPa

両ﾌﾗﾝｼﾞ型　偏心量100㎜

DCIP両フランジ管

呼び径200㎜×700L 型式2 7.5K

内面エポキシ樹脂粉体塗装

DCIP両フランジ管

呼び径200㎜×700L GF-GF 7.5K

内面エポキシ樹脂粉体塗装

DCIP両フランジ管

呼び径200㎜×400L GF-GF 7.5K

内面エポキシ樹脂粉体塗装

鋳鉄製フランジアダプタ

呼び径200㎜ 型式2 7.5K

内面エポキシ樹脂粉体塗装

ダクタイル鋳鉄異形管（GX形）

呼び径200㎜ ライナ

内面エポキシ樹脂粉体塗装

ダクタイル鋳鉄異形管（GX形）

呼び径200㎜ 切管ﾕﾆｯﾄ G-Linkセット

内面エポキシ樹脂粉体塗装

ダクタイル鋳鉄異形管（GX形）

呼び径200㎜ 切管ﾕﾆｯﾄ P-Linkセット

内面エポキシ樹脂粉体塗装

SUS三フランジT字管

呼び径200㎜×φ75 型式2 7.5K

絶縁フランジ接合部品

呼び径200㎜ GF 7.5K

絶縁フランジ接合部品

呼び径75㎜ GF 7.5K

埋設標識シート

W150mm 2倍 水抜き穴無し 50ｍ/巻

ポリエチレンクロス

フランジ形偏心構造弁

呼び径75㎜

フランジ蓋

呼び径75㎜

真砂土

路床材

軽量鋼矢板賃料

H=2.0m 90日以内

Ⅱ型 総重量0.474t

アルミ腹起し材賃料

2本 70～80×115～130×2000程度

切梁材賃料

水圧サポート 2本

調整長590㎜～900㎜程度

水圧ポンプ賃料

1台 手動ポンプ

決定単価

F 0017 個

見積価格

14,356
県内メーカー及び商社

45,076

37,450

66,453

70,566

58,290

374,100

645,443

28,813

367,766

5,176

4,280

2,980

7,360

5,240

本数×（賃料×日数+基本料金）

賃料算定式による
本数×（賃料×日数+基本料金）

賃料算定式による

県内メーカー及び商社

見積価格
県内メーカー及び商社

見積価格

見積価格
県内メーカー及び商社

見積価格
県内メーカー及び商社

0013 個

F 0014 個

F 0015 個

備考

下水道用（埋設用）

見積価格
県内メーカー及び商社

見積価格
県内メーカー及び商社

F 0006 個

F 0007 個

F 0009 個

F 0008 個

見積価格
県内メーカー及び商社

単価設定条件書

F 0002 個

F 0003 個

単価コード 単位

F 0001 本

F 0004 個

F 0005 個

特殊
集計
区分

適用基準日  ：R060401版
物価資料適用月号：令和6年3月

見積価格
県内メーカー及び商社

               （登録単価）

F 2002

式

F 0018 ｍ

F 0016 個

F 0011 個

F 0010 個

F 0012 個

F

県内メーカー及び商社

F 3101

F 3102

F 0101

F 0102

F 2001

見積価格
県内メーカー及び商社

県単価
処分先所在地：周南市大字徳山下馬屋

（日数×賃料+①×補正率）×重量
①＝整備費+修理費（大曲）+修理費（穴埋）
賃料算定式による
本数×（賃料×日数+基本料金）

賃料算定式による

見積価格

県単価
処分先所在地：下松市米川梁643

補正率＝1.0

F 3103

F 3104

式

式

個

個

m3

m3

式

　　　　　※概算額について、入札参加者から徴収した見積の総額が、共通仮設費対象額において一定の割合を超えた場合に参考として公表しています。



単価名称
規格１
規格２
摘要

決定単価備考

単価設定条件書

単価コード 単位
特殊
集計
区分

適用基準日  ：R060401版
物価資料適用月号：令和6年3月

               （登録単価）

マンホール蓋

φ600，T-25，次世代型，耐食

汚水用，浮上防止付，かぎ付

無収縮モルタル

25kg袋/4cm

レジン製調整リング

φ600　t=150mm

レジン製頂版

φ900-φ600，H=120mm

レジン製管取付壁

φ900－1200

レジン製底版

H=90mm

削孔代

塩ビ管φ250㎜用

０・１号マンホール

削孔代

ヒューム管φ300㎜用

レジン製１号マンホール

マンホール蓋

φ600，T-25，次世代型

汚水用，浮上防止付，かぎ付

削孔代

ヒューム管φ300㎜用

２号マンホール

マンホール蓋

φ900－600親子蓋，T-25，次世代型

汚水用，浮上防止付，かぎ付

調整リング

φ900　t=100mm

３号マンホール直壁

φ1500－900

削孔代

ヒューム管φ300㎜用

３号マンホール

UNフェンス

A1500-40　支柱φ60.5×2.3

UNフェンス

A1900-40　支柱φ60.5×2.3

UNフェンス両開き門扉

H1900-40×W3000

フェンス用基礎ブロック

□250×450

フェンス用基礎ブロック

□400×600

ポリエチレンスリーブ

φ200　DCIP用

ゴムバンド

φ200　DCIP用

粘着テープ

W50mm

鋳鉄管溝切り機損料

タッピンねじ式専用工具 φ200mm

運転1日当り換算値

溝切り刃

タッピンねじ式専用工具

切断刃

タッピンねじ式専用工具

夜間割増額

アスファルト混合物

267,000

2,760

10,680

3,846

65,000

23,000

35,230

86,100

128,480

76,250

12,570

100,000

484,500

23,800

179,500

16,600

23,200

130

1,430

179,200

下松市上下水道局
令和6年度第1四半期

下松市上下水道局
令和6年度第1四半期

見積価格
県内メーカー及び商社

見積価格
県外メーカー

見積価格
県内メーカー及び商社

見積価格
県内メーカー及び商社

下松市上下水道局
令和6年度第1四半期（基礎価格）
A：運転1日当り換算値
A=基礎価格×2,429×10

-6

県内メーカー及び商社

見積価格

見積価格
県内メーカー及び商社

見積価格
県内メーカー及び商社

見積価格
県内メーカー及び商社

県内メーカー及び商社

見積価格
県内メーカー及び商社

見積価格
県内メーカー及び商社

見積価格

見積価格
県内メーカー及び商社

F 4107

F 4102

F 4103

F 4104

F 4101 組

ｃｍ

F 4304

F 5001

F 4105

F 4106

F 5002

F 4301

F 4302

F 4303

F 4108

F 4201

F 4202

F 5005

F 5003

F 5004

TTPCD9903

T0779

T0791

T0824

T0830

TQ000003

T0764

個

箇所

ｍ

ｍ

組

箇所

組

箇所

組

個

個

個

個

個

箇所

枚

ｍ

枚

組

個

個

ｍ

日

t

ポリエチレンスリーブ固定用ゴムバンド
呼び径200mm JWWAK158

下松市上下水道局
令和6年度第1四半期

見積価格

見積価格
県外メーカー

見積価格
県外メーカー

県内メーカー及び商社

見積価格
県内メーカー及び商社

　　　　　※概算額について、入札参加者から徴収した見積の総額が、共通仮設費対象額において一定の割合を超えた場合に参考として公表しています。



単価名称
規格１
規格２
単価入力条件名称

処分費

As殻(密粒粗粒)

中間処理(余材の産廃税相当額を含む)

処分費(円/m3)

処分費

As殻(細粒)

中間処理(余材の産廃税相当額を含む)

処分費(円/m3)

決定単価

      (条件に直接入力する単価)

処分先所在地：下松市大字平田字西潮上482
10ｔ車　夜間割増（20時～6時）
単位体積重量：2.35t/m3

備考

処分先所在地：下松市大字平田字西潮上482
10ｔ車　夜間割増（20時～6時）
単位体積重量：2.15t/m3

適用基準日  ：R060401版
物価資料適用月号：令和6年3月

単価設定条件書

施工コード 単位

SA091 m3

SA091 m3

　　　　　※概算額について、入札参加者から徴収した見積の総額が、共通仮設費対象額において一定の割合を超えた場合に参考として公表しています。


